
様式第２号（第５条関係）

　本業務はさいたま市内の中小企業に対し、資金融資相談受付等を行う
業務である。 
　公益財団法人さいたま市産業創造財団は、中小企業支援法第７条第１
項により「都道府県等中小企業支援センター」に指定されており、本市が
行う中小企業支援事業のうち、高度な専門的知識及び経験を必要とする
経営の診断、助言等の特定支援事業を行っている。また、中小企業等経
営強化法第３１条第１項に基づき「経営革新等支援機関」に認定され、中
小企業の経営資源の内容、財務内容、経営状況の分析及び事業の実施
等に関し必要な指導、助言を行っている。 
　公益法人である同財団は、前述の各法に基づく指定機関及び認定機関
としての機能を併せ持つ中小企業者等の総合的な支援機関であり、「さい
たま市産業振興ビジョン」の実施機関として、本市における産業支援の中
核を担っている。　 
　同財団が指定機関として行う中小企業支援事業と本業務は密接不可分
であり、本市中小企業支援施策と連動した本業務を履行できる唯一のもの
と判断される。 
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、普通
地方公共団体が必要とする契約でその性質又は目的が競争入札に適し
ないものとして、特命随意契約により契約を締結した。 

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１１,９３５,０００円

さいたま市内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 6 年 3 月 29 日

公益財団法人さいたま市産業創造財団契 約 の 相 手 方 名

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容

経済局商工観光部経済政策課業 務 主 管 課 所 名

令和６年度さいたま市中小企業資金融資相談受付等業務件 名



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、埼玉労働局と協働で運営する本市就労支援施設「ワークス
テーションさいたま」において、働く意欲を持つあらゆる求職者の様々な
ニーズに応じた総合的な就労支援を実施し、また、埼玉労働局の実施す
る職業相談・紹介と緊密に連携することで、就職に至るまでのワンストップ
就労支援サービスを提供することにより、就労の促進を図ることを目的とし
た業務である。 
　また、市内中小企業等の求人を開拓し、求職者とのマッチングを促進す
るとともに、当該企業に対し人材支援に係る支援を実施することで、市内
中小企業等の人材確保促進を図るものとする。 
　従って、本業務の実施にあたっては、相談者・求職者のサポートに責任
をもって取り組むこと、また、社会経済情勢に則したニーズの高いセミナー
等を設定することのできる事業者の選定が重要となる。 
　そのため、受託事業者を選定するにあたっては、事業者を広く公募し、
その応募者から提出された企画提案書や関係書類に基づき審査を行う公
募型企画提案方式による随意契約（プロポーザル方式）の方法によること
とし、事業者の蓄積しているノウハウを最大限活用できるものとした。 
　公募を行ったところ、３者から企画提案があり、提案内容を受託事業者選
定委員会で審査した結果、最優秀提案者として選定された当該業者と随
意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 6 年 2 月 8 日

キヤリアバンク株式会社契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１０２,２２６,３００円

経済局商工観光部労働政策課業 務 主 管 課 所 名

ワークステーションさいたま運営事業件 名

さいたま市浦和区北浦和３－３－１外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、市内に集積する研究開発型ものづくり企業の競争力向上や
グローバルマーケットの開拓、新たな事業分野の開拓等を通じて、成長産
業分野や新市場における事業活動の高度化を促し、新産業の育成につ
なげることを目的とした業務である。 
　このため、さいたま市が推進している(1)さいたま市研究開発型企業認証
支援事業の推進、(1)－2次世代高度ものづくり企業の発掘と育成、(2)もの
づくり企業の国際展開の推進、(3)さいたま医療ものづくり都市構想の推進
等を相互に連携させながら総合的に実施することを旨とする。本件業務の
実施にあたっては、市内企業の経営動向に関する的確な情報収集及び
技術に関する分析評価のほか、工学を中心とする大学等とのネットワーク
や、外国の産業クラスターとのネットワーク、医療機器関連分野の開拓に
必要な学会、医療機関等とのネットワークなどを有し、これらを企業支援の
ために効果的に活用するノウハウを持っていることが重要である。公益財
団法人さいたま市産業創造財団は、中小企業支援法に基づく本市の「都
道府県等中小企業支援センター」であることに加え、中小企業等経営強
化法に基づく本市の中核的支援機関として認定され、同法が定める高度
技術の研究開発の指導を始め、研究開発型ものづくり企業支援に必要な
ノウハウ、ネットワークを有しているほか、支援人材が蓄積されている。これ
らを踏まえ、本件委託業務については、さいたま市産業創造財団を、当該
業務を総合的に遂行できる唯一の者と判断し、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第２号の規定により随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１０４,３９０,０００円

さいたま市全域　外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 6 年 3 月 26 日

公益財団法人さいたま市産業創造財団契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

経済局商工観光部産業展開推進課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市新産業育成支援業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は通訳・翻訳ボランティアや海外都市交流等の本市の国際交流
事業を実施する業務である。 
「さいたま市国際交流事業等業務」の業務委託先として、公益社団法人さ
いたま観光国際協会を選定する理由については以下のとおりである。 
　①本業務には、国際化推進に係る豊富な知識と経験、地域の情報やボ
ランティアなどのネットワークを活用した市民との協働、多角的な情報発信
力及び市の方針及び事業目的の十分な理解等が必要であり、それらを有
効活用することで委託事業の効果について、より向上が図られるが、公益
社団法人さいたま観光国際協会は、国際化推進に係る豊富な知識と経験
を有するとともに、市の方針及び事業目的を十分に理解し、本業務内容
に精通する他、地域の情報やボランティアなどのネットワークを擁し、市民
との協働により業務を円滑に実施する能力と実績を有している。 
　②同協会は、さいたま市産業振興ビジョンの中でも本市の国際化推進に
おける連携団体として位置付けられており、総務省から都道府県、政令指
定都市に各１団体認定される「地域国際化協会」として、本市の国際交流
等を推進する中核的組織としての役割を果たしている団体である。 
　以上から、当該業者と随意契約した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 6 年 3 月 25 日

公益社団法人さいたま観光国際協会契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１３,４８６,０００円

経済局商工観光部観光国際課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市国際交流事業等業務委託件 名

さいたま市浦和区東高砂町11番1号コムナーレ9階 国際交流センター外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は農業振興情報システムの保守管理を行う業務である。 
　本業務の目的を達成するためには、必要な信用・技術・経験等を考慮
し、確実に達成可能な業者との契約が不可欠である。さいたま市農業振
興情報システムを独自開発し、ライセンスを保有している国際航業株式会
社以外には実施できないことから、当該相手方と特命随意契約を締結し
た。 

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１,２６５,０００円

さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 6 年 3 月 29 日

国際航業株式会社
埼玉支店

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

経済局農業政策部農業環境整備課業 務 主 管 課 所 名

農業振興情報システム保守管理業務委託件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　本業務は、牛海綿状脳症対策特別措置法（平成１４年法律第７０号）に
おいて、と畜場において解体された牛の頭部、脊髄及び回腸の特定危険
部位の焼却が平成１４年１０月１８日から義務付けられており、そのうちの脊
髄に付随するせき柱の除去を行うものである。 
　この業務は、当と畜場内の解体室及び病畜棟で行っている大動物の解
体作業と密接な関係があり、特殊な機械を使用して、肉や骨等を切断する
必要があるため、熟練の技術が必要であり、さいたま市食肉衛生検査所
の検査員から除去の指示があった場合、即時対応できる必要がある。ま
た、せき柱は特定危険部位であるため、その取扱いに関しても熟知してい
る必要がある。 
　したがって、受託業者を選定するにあたり、さいたま市に登録されている
委託業者の中で、上記の必要条件を満たしている業者はさいたま食肉市
場株式会社の１者のみであり、また、当と畜場で開設当時から解体業務等
を行っており、解体作業について実績があり、信頼できるため、さいたま食
肉市場株式会社１者との随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 6 年 3 月 21 日

さいたま食肉市場株式会社契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

２,６３３,４００円 せき柱除去費4,200円/頭

経済局農業政策部と畜場業 務 主 管 課 所 名

さいたま市と畜場牛せき柱除去業務件 名

さいたま市大宮区吉敷町２丁目２３番地履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容


